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南アルプスと歌舞伎の里

2017

8
〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原354　ホームページアドレス　http://www.vill.ooshika.nagano.jp　電子メールアドレス　info@vill.ooshika.lg.jp
人口 1,041人（－3）／男 498人（－1）／女 543人（－2）／世帯数 504戸（+1）　平成29年8月１日現在　※（ ）内は前月比

おしらせ版おしらせ版 No.249
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※大きくて燃やすごみの袋に入らないその他プラスチックは粗大
　ごみで出してください。
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8月はここ!!

9月はここ!!
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これまで 必要な期間25年

必要な期間10年に短縮必要な期間10年に短縮

資格期間が10年以上となれば、年金を受けとれるようになりました

平成29年
8月1日から

資格期間10年でも
受け取れるうようになった！
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2日
0.2％

3日
7.3％
3日
7.3％

4日
18.4％
4日
18.4％

5日
18.3％
5日
18.3％6日

15.9％
6日
15.9％

7日
11.5％
7日
11.5％

8日以上
28.5％
8日以上
28.5％

��������	
����

●実際に裁判員を経験された方の声を紹介します！●実際に裁判

日常生活では共通のテーマで議論することが少ないので新鮮だった。違う年
代や職業の人と話すことができてよかった。 （60代　女性　無職）

社内で裁判員になったのが私が初めてという事を聞いたので、今後選ばれる
人の助けになれると思いました。 （２０代　男性　お勤め）

【長野地方裁判所事務局総務課】
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